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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　食物製品をコラーゲンで被覆する方法であって、該方法が、食物製品を押出し、硬化さ
せるために液燻フラクションで処理されているコラーゲンを、押出しによって食物製品の
周囲に直接配置する（ここで、該液燻フラクションは、
a) 少なくとも５.０から７.０までの範囲のpＨを有し、
b)１.０mg／ml未満のフェノール香気成分を有するように炭素処理され、そして
c) 低いまたはゼロである着色指数を有する。）
ことを含む方法。
【請求項２】
　食物製品とコラーゲンの押出しが、個別の段階（ａ）および（ｂ）によって行われ、段
階（ａ）が、少なくとも５.０から７.０までのpＨを有する液燻フラクションで処理して
硬化コラーゲンを形成することを含むコラーゲンの押出しであり；段階（ｂ）が、硬化コ
ラーゲンへの食物製品の押出しである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　食物製品とコラーゲンの押出しが、食物製品とコラーゲンとの同時共押出しによって行
われ、該同時共押出しが、該同時共押出しの間に少なくとも５.０から７.０までのpＨを
有する液燻フラクションで処理することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　食物製品が、生肉、一部調理された肉、および調理された肉よりなる群から選択される
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、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　生肉が生ソーセージであり、一部調理された肉が一部調理されたソーセージであって、
調理された肉が調理されたソーセージである、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　液燻フラクションが、次の性質：
（ａ）酸性成分：６.８～７.８％ 重量／体積；
（ｂ）着色指数：低いまたはない；
（ｃ）比重：１.００５～１.０１５；
（ｄ）カルボニル含量：２.０～７.０グラム／１００ミリリットル；
（ｅ）フェノール含量：１.０～４.０ミリグラム／ミリリットル；および
（ｆ）色：琥珀色；
を有する液燻誘導体から得られ、かつ、少なくとも５.０から７.０までのpＨを有するよ
うに該液燻誘導体をpＨ調節したものである、請求項１に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
技術分野
液燻は、慣例的には、食用に適する食物製品を着色するのに、そして風味付けるのに使用
されている。本発明は、一般に、液燻から得られるフラクションは、コラーゲンを濃厚化
する(架橋するともいう)ことから、コラーゲンを該フラクションで処理することにより、
食物製品をコラーゲンで被覆する方法に関し、この方法は、例えば、食物製品がソーセー
ジであって、濃厚化コラーゲンがソーセージケーシングである場合に有用である。より詳
しくは、本発明は、濃厚化をもたらし、またさらなる好ましい態様では、液燻の風味付け
を与えず、それによって、コラーゲンで包んだソーセージといったような、結果的に得ら
れた食物製品を、特徴的な燻製風の風味付けをせずに、同じ味とするための、ある特定の
種類の液燻フラクションのコラーゲンへの適用に関する。
【０００２】
発明の背景
英国特許第１ ２３２ ８０１号およびその対応米国特許第３,６２２,３５３号（両方とも
、ＢradshawおよびＴaylor）に開示されているように、（ソーセージミックスのような）
細分化された肉とコラーゲンとを同時に共押出しする方法および装置は既に知られている
。これらの特許は、円柱状コアのソーセージ肉ミックスを押出すと同時に、該ミックス周
囲に外側のコラーゲンゲルを押出す装置を開示している。該ゲルは、高い含水率を有し、
濃厚塩化ナトリウム浴を通過させることで、浸透によって水を幾らか除去することにより
凝固させる。しかしながら、コラーゲンの濃厚化はケーシングであるので、この時点では
完了しておらず、その結果として、ソーセージを作る際にクリンピングまたは捻りリンキ
ングを可能とするのに十分な強度のような機械的性質の面で、ケーシングが比較的弱い。
従来の方法では、塩化ナトリウム浴で処理した後、熱風がコラーゲンケーシングの濃厚化
を完了することができ、そしてまた同時に、熱がソーセージ肉の一部調理も幾らか引き起
こすよう、熱風乾燥キャビネットに移送する。
【０００３】
同時共押出しのためのＢradshawおよびＴaylorによる上述の装置より前に、押出し機から
出てくるソーセージ肉ミックスを後でケーシングに詰め込むことができるよう、十分に濃
厚化されている管状コラーゲンケーシングを最初に押出すことが長い間知られている。こ
の古い方法は、管状コラーゲンケーシングを作り、次いで、それをシャリーングした後、
それにソーセージ肉ミックスを詰め込むために分離装置を必要とするので好ましくない。
【０００４】
加えて、様々な処理方法が、コラーゲンを濃厚化する（または硬化する）ための先行技術
に開示されていることを述べる。
【０００５】
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例えば、欧州公開特許出願第０ ６１９ ０７７ Ａ１号（Ｖan Ｄoorne and Ｖan Ｅsbroe
ck）は、コラーゲンが水を最大９２％含むよう、コラーゲンから水を除去した後、結果的
に得られたものを、３～４のpＨを有する酸で処理することを開示している。
【０００６】
さらにまた、米国特許第３,８９４,１５８（Ｍiller）は、液燻を押出し量の酸で膨潤さ
せたコラーゲンへと組み込み、結果的に得られたものをケーシングの型へと押出した後、
結果的に得られたものを乾燥させて、コラーゲンケーシングを形成することを開示してい
る。
【０００７】
加えて、米国特許第４,１９６,２２０（ＣhiuおよびＳmith）は、コラーゲンをアルブミ
ンと液燻との被覆混合物で処理することにより作られたコラーゲンケーシングを開示して
おり、ここで、該液燻は、pＨが約４より大きく、そしてまた、風味成分を溶液中で保持
する（それらが分離しないようにする）ために、水溶性アルコール可溶化剤も含んでおり
、それによって、ケーシングは、ケーシングの内側にある食物製品に強烈な煙色を与える
のに適当である。
【０００８】
そしてまた、米国特許第４,２７８,６９４号（Ｃhiu）は、煙の着色成分と風味付け成分
との混合物であり、該成分を溶液中で保持する（すなわち、それらが分離しないようにす
る）ために、水溶性アルコール可溶化剤を含んでいて、そしてまた、pＨが約４より大き
い、被覆を有するコラーゲン食物ケーシングを開示している。
【０００９】
そのうえ、米国特許第５,７１６,６５６（Ｓtribling）は、調理の間に煙を放出する、被
包性煙成分を含むコラーゲンケーシングを開示しており、ここで、該被包物質は、油溶性
脂肪酸のような脂質である。
【００１０】
以下の実験例でさらに論ずるように、Ｃode Ｖという商標名で商業的に入手可能である、
液燻から得られる酢酸誘導体を、ある方法で処理して、フラクションを得た後、本発明に
従って、該フラクションを、コラーゲンを処理するのに使用して、それを濃厚化する。
【００１１】
Ｃode Ｖは、Ｂrentwood，ＴennesseeのＨickory Ｓpecialties，Ｉnc.により製造されて
おり、Ｂrentwood，ＴennesseeのＨickory Ｓpecialties，Ｉnc.に譲渡された米国特許第
５,０４３,１７４号（Ｌindner）に記載されている。より詳しくは、この特許は、肉を保
存処理する方法であって、液燻から得られる酢酸誘導体を肉に塗布し、続いて、剥離段階
の後、包装段階へと移行して、肉のＬisteria monocytogenesの再播種を制御することを
含んでなる方法を開示している。Ｃode Ｖ 液燻誘導体溶液は、約６.５～８.０％ 重量／
単位体積(ｗ／ｖ)の濃度での酢酸；約１.０～８.０％ 重量／単位体積(ｗ／ｖ)の濃度で
のカルボニル；約０.１～１.０％ 重量／単位体積(ｗ／ｖ)の濃度でのフェノール；およ
び約８３.０～９２.４％ 重量／単位体積(ｗ／ｖ)の濃度での水を含んでなる。Ｌindner
により開示されている液燻溶液の具体的な適用は、選択された肉をすりつぶして混合し、
該肉をケーシングへと詰め込み、液燻を該肉に適用し、該肉を燻製場で調理し、該肉を冷
蔵し、該肉からケーシングを剥離して、該肉を出荷用に包装するという段階が含まれる、
肉を保存処理するための肉の加工処理シークエンスでの上述の剥離段階と包装段階との２
つの間、調理された肉に対して考えられる。
【００１２】
本明細書中に挙げる特許の開示は全て、本明細書の一部を構成する。
【００１３】
上に論じた方法にもかかわらず、詳しくは、食物製品に燻製風の風味を与えないのが望ま
しい場合に、実用的でより有効な、コラーゲンを濃厚化する方法を与えるための技術改良
には、かなりの余地がある。
【００１４】
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本発明に従って、コラーゲンを、最終的には、消費用の食物製品上にて硬化させるために
、例えば、コラーゲンケーシングをソーセージ上にて形成するために、より実用的で有効
に設計されたコラーゲン処理方法を提供する。該方法は、液燻誘導体溶液から得られるフ
ラクションのコラーゲンへの適用を含んでなる。該液燻誘導体溶液を処理して、そのpＨ
を約５.０以上に調節し、結果的にはフラクションとする。好ましい態様では、該液燻誘
導体溶液を最初に炭素で処理し、フェノール香気成分を減少させた後、そのpＨを約５.０
以上に調節し（該pＨ調節は、炭素処理より前に行い得るが）、結果的には炭素処理した
フラクションとする。好ましい液燻誘導体溶液は、約６.５～８.０％ 重量／単位体積(ｗ
／ｖ)の濃度での酢酸；約１.０～８.０％ 重量／単位体積(ｗ／ｖ)の濃度でのカルボニル
；約０.１～１.０％ 重量／単位体積(ｗ／ｖ)の濃度でのフェノール；および約８３.０～
９２.４％ 重量／単位体積(ｗ／ｖ)の濃度での水を含んでなる。
【００１５】
次いで、本発明の液燻フラクション（または炭素処理したフラクション）を十分な量でコ
ラーゲンに適用して、例えば、コラーゲンケーシングをソーセージ上にて形成するために
、それを濃厚化する。該ソーセージは、生であっても、一部調理されていても、または完
全に調理されていてもよい。
【００１６】
従って、本発明の目的は、先行技術の液燻処理のように、非常に低いpＨを必要としない
、新規コラーゲン処理方法を提供することである。
【００１７】
本発明のまた別の目的は、一態様では、食物製品に風味付けを殆どまたは全く与えない、
新規コラーゲン処理方法を提供することである。
【００１８】
本発明のまたさらなる目的は、生肉、さらにはまた、調理された肉に、有効に適用するこ
とができる、新規コラーゲン処理方法を提供することである。
【００１９】
本発明の利点は、新規コラーゲン処理方法が、非常に酸性の低いpＨの液燻溶液を使用す
る先行技術の方法により引き起こされる装置の腐食での問題を未然に回避することである
。
【００２０】
述べた本発明の目的の幾つか、他の目的、さらにはまた、他の利点は、以下の実験例に関
して記載を進めるにつれて明らかとなるであろう。
【００２１】
発明の詳細な説明
本発明は、酢酸液燻誘導体のさらなる処理から得られる溶液を利用する、コラーゲン処理
方法に関し、本明細書中、さらに処理された該物質を液燻フラクションという。本発明に
従って適用する該液燻フラクションは、コラーゲンを濃厚化するのに役立つ。
【００２２】
　液燻は、Ｂrentwood，ＴennesseeのＨickory Ｓpecialties，Ｉnc.から「Ｚesty Ｓmok
e Ｃode １０」という商標名で商業的に入手可能である。この液燻を利用して、本発明の
好ましい出発物質に使用される、そして先に論じた米国特許第５,０４３,１７４号（Ｌin
dner）で使用される、Ｃode Ｖとして知られている液燻誘導体（Ｂrentwood，Ｔennessee
のＨickory Ｓpecialties，Ｉnc.によっても製造されている）を得ることができる。Ｃod
e １０の仕様を以下に示す。
【００２３】
【表１】
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【００２４】
本発明により好ましい出発物質として利用される該Ｃode Ｖ フラクションは、Ｃode １
０の誘導体または副産物として生成させることができる。該Ｃode １０を供給原料として
供給し、これを最初に加熱して、蒸発器の頂部から低沸点の酸を除去した後、副産物とし
てＣode Ｖへと濃縮させることにより、該Ｃode １０を分離器（例えば、ＡＶＰ 蒸発器
）によって処理するのが好ましい。この方法は、従来の液燻より高い％ 酸、着色指数、
カルボニルレベルおよびフェノールレベル、比重、密度並びにより暗い色を有し、そして
様々な最終使用のために、Ｂrentwood，ＴennesseeのＨickory Ｓpecialties，Ｉnc.によ
りＳＵＰＥＲＳＭＯＫＥ（商標）という商標で販売されている、濃厚液燻も与える。
【００２５】
該Ｃode Ｖ 誘導体は、pＨが低く、風味が少なく、着色産物が殆どまたは全くない。Ｃod
e Ｖの商業的な使用は、Ｂrentwood，ＴennesseeのＨickory Ｓpecialties，Ｉnc.により
、先に論じた米国特許第５,０４３,１７４（Ｌindner）に準じて、Ｌisteriaのような微
生物を阻害することである。好ましいＣode Ｖは、次の仕様を有する。
【００２６】
【表２】

【００２７】
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　次いで、Ｃode Ｖ、より好ましくは、好ましいＣode Ｖを、重炭酸ナトリウム、炭酸ナ
トリウム、水酸化ナトリウム、または水酸化カリウムといったような、適当なpＨ調節剤
で処理して、そのpＨを少なくとも約５.０までとする。そのpＨは、約７.０ほどの高さま
で上げることができる。好ましくは、そのpＨは、約５.０から約６.０までの範囲にある
。本明細書中、このpＨを調節された物質を液燻フラクションという。
【００２８】
　他の態様では、米国特許第５,６３７,３３９号（Ｍoeller）に開示されている方法に従
って、Ｃode Ｖ、より好ましくは、好ましいＣode Ｖを、最初に炭素で処理する。これは
、フェノールを除去する。次いで、結果的に得られたものを適当なpＨ調節剤で処理する
。場合により、pＨ調節を炭素処理より前に行ってもよい。本明細書中、この炭素処理さ
れpＨを調節された物質を、炭素処理された液燻フラクションという。
【００２９】
次に、好ましい態様に従って、本質的には、上述の英国特許および米国特許（Ｂradshaw
およびＴaylor）に開示されている、同時共押出しのための方法および装置を使用して、
ある管状型を、その周囲に直接コラーゲン被覆を有する、新鮮な生ソーセージミックスで
作る。コラーゲンを、例えば、フラクションのシャワーにより、フラクションで処理して
、該コラーゲンを硬化させる。そしてまた、生成物を通過させるフラクション浴を使用す
ることができる。加えて、生ソーセージミックスの代わりに、一部調理されたもの、また
は調理されたものを使用し得ることを述べる。そしてまた、ソーセージ以外の食物製品も
使用することができる。
【００３０】
驚いたことに、該フラクションは、コラーゲンを硬化して、ケーシングを形成するのに働
き、この後、管をソーセージへと切断した。これが驚いたことである理由は、そのpＨは
非常に高いが塩基性ではないからであって、これは、米国特許第５,７９５,６０５（Ｍor
ganら），１９－３９行，第２段に記載されているコラーゲンのケーシングへの硬化は、
２.０という非常に低い酸性pＨ、または１３.０という非常に高い塩基性のpＨで最も良く
達せられるということに反している。２.０は、そのような従来の溶液の典型的なpＨであ
るので、これが、従来の液燻溶液が十分働く理由である。
【００３１】
別の他の態様では、コラーゲンのフラクションでの処理を別々にもたらして、コラーゲン
ケーシングを形成し、該ケーシングにソーセージミックスを詰め込むことができることも
意図する。該フラクションは、pＨを調節することができ、または炭素処理して、pＨを調
節することができる。一方はソーセージミックスのためで、もう一方はコラーゲンケーシ
ングのためである、別々の押出しは、当業界で十分知られている。
【００３２】
pＨが少なくとも５.０であるよう、pＨ調節をＣode Ｖに（または好ましいＣode Ｖに）
もたらすが、炭素処理はもたらさないことを包含する態様は、炭素処理がないために、結
果的に得られたソーセージを食べた時に燻製風の風味がするであろうことを述べる。
【００３３】
上に挙げたように、pＨ調節は、該フラクションが、従来の液燻のように、それほど非常
に酸性ではないという利点を有する。本発明のこの態様は、装置との接触から生ずる腐食
問題を未然に回避するのに役立つ。Ｃode Ｖ（または好ましいＣode Ｖ）は、コラーゲン
を処理して、該コラーゲンをケーシングへと硬化させる際の使用のためには、pＨを調節
するだけである（そして炭素処理もしない）という場合、有利には、水溶性アルコール可
溶化剤は、風味付け成分を溶液中で維持するのに必要ではないことを述べる。これは、上
述の米国特許第４,２７８,６９４号（Ｃhiu）で必要とされる水溶性アルコール可溶化剤
の必要性とは対照的である。勿論、Ｃode Ｖ（または好ましいＣode Ｖ）を炭素処理して
、pＨを調節するという態様では、組成物は、炭素処理のために、フェノール風味付け成
分が既に枯渇していることから、水溶性アルコール可溶化剤を必要としない。
【００３４】
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実験例
比較
本質的には、上に挙げた英国特許および米国特許（ＢradshawおよびＴaylor）でのような
、ソーセージとコラーゲンとの同時共押出しのための方法および装置を使用して、新鮮な
生ソーセージミックスをコラーゲンで被覆した管状型とした。共押出しの間、該コラーゲ
ンを上述の好ましいＣode Ｖのシャワーで処理して、該コラーゲンをケーシングへと硬化
させた。結果的に得られたものをソーセージへと切断した。該ソーセージの幾つかを調理
した後、食べた場合、特徴のある燻製風の風味が認められた。
【００３５】
予想されるように、非常に酸性のＣode Ｖ（pＨは、約２.０～２.４であった。）は、コ
ラーゲンを硬化させる際に十分働いた。
【００３６】
例
今度は、上述の米国特許第５,６３７,３３９（Ｍoeller）に開示されている方法に従って
、上述の好ましいＣode Ｖを最初に炭素で処理し、結果的にはフェノールが枯渇した溶液
とした。次いで、結果的に得られたものを重炭酸ナトリウムでpＨ ５.０に調節した。
【００３７】
次いで、（上の節に記載したような）共押出しの間、本明細書中、炭素処理した液燻フラ
クションという、この炭素処理して、pＨを調節した物質を、コラーゲンを硬化させるの
に使用して、ソーセージミックスの周囲にコラーゲンケーシングを形成した。該炭素処理
したフラクションは、シャワーとして適用するだけでなく、生成物を通過させるための浴
として適用することもできた。該コラーゲンケーシングは、機械的捻りを可能とするほど
十分に強かった。次いで、結果的に得られたものをソーセージへと切断した。該ソーセー
ジの幾つかを調理し、次いで、食べた後、燻製風の風味は全く認められなかった。
【００３８】
該方法を、炭素処理したフラクション１部および水４部までの、炭素処理したフラクショ
ンの様々な水性希釈物で繰り返して、また該方法は、コラーゲンを硬化させて、ケーシン
グをソーセージ上にて形成するのに十分働いた。
【００３９】
本発明の様々な詳細は、本発明の範囲から逸脱することなく変更し得ることが理解される
であろう。さらにまた、前述の記載は、説明を目的とするだけのものであって、本発明を
次の付記する特許請求の範囲により限定するような制限を目的とするものではない。
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